
逆パワハラ

～組織崩壊を防げ～
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弁護士法人かなめ
代表弁護士 畑山浩俊

介護事業は日本を支えるインフラです。

介護保険制度がスタートしてから２０年以上が経ちましたが
介護事業所を取り巻く環境は日に日に厳しくなっています。

介護保険制度の改定への対応、労働トラブル、利用者や家族
とのトラブル、個人情報保護法対応等、法的な専門性の高い
種々の問題が生じる介護現場において、法律家のサポート体
制の充実化は重要性が高まっています。

しかし、日本の弁護士数は約４万人強と極めて少なく、その
分布は都市圏に集中しています。数十人程度の弁護士しか存
在しないエリアも多数あり、日本全国にある介護事業所へ適
切なリーガルサービスを提供する体制がありません。

「介護現場に法的インフラをあまねく普及し、現場をサポー
トすることをもって組織を活性化すること」

我々弁護士法人かなめはこのミッションを掲げ、介護現場に
おける法的課題を解決していきます。
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利用者の入浴介護中、担当していた職員の個人携帯が鳴り、

職員が数十秒その場を離れた。他の職員がそれに気づき、上

長に報告したところ、上長から厳しく注意指導が与えられた。

「利用者さんがもし溺れたらどうするんだ！責任を取れるの

か！きちんとそばについているのは基本中の基本だろう！」

と叱責。これに対し、当の職員は、「私は一瞬しか目を離し

ていない！しかも親の緊急事態で単なる私用電話じゃない！

それなのに、そんなきつい言い方・・・。

それってパワハラじゃないのですか？」と憮然とした対応。

さて、上司としてはどう対応すれば良いでしょう？



5

そもそも、これはパワハラに該当するのでしょうか？
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ハラスメント・メンタルに関する労働トラブル
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厚生労働省告示第５号

※事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労
働省告示第５号）【令 和２年６月１日適用】
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ハラスメント・メンタルに関する労働トラブル

「叱る勇気」

※書面による指導を恐れない

※組織維持と指揮命令権限

逆パワハラ



・ハラスメントに該当するかどうか相談できる環境を

・管理職の仕事が何か、明確にする必要がある
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まとめ


